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学習活動に必要な，コンピュータなどの基本的な操作技能（文字入力やファイル操作
など）を児童生徒が身に付けることができるように指導する。

授業で使う教材や校務分掌に必要な資料などを集めたり，保護者・地域との連携に必
要な情報を発信したりするためにインターネットなどを活用する。

Ａ－２

Ａ－３ 授業に必要なプリントや提示資料，学級経営や校務分掌に必要な文書や資料などを作
成するために，ワープロソフト，表計算ソフトやプレゼンテーションソフトなどを活
用する。

学習状況を把握するために児童生徒の作品・レポート・ワークシートなどをコン
ピュータなどを活用して記録・整理し，評価に活用する。

Ａ－４

Ｂ－１ 児童生徒の興味・関心を高めたり，課題を明確につかませたり，学習内容を的確にま
とめさせたりするために，コンピュータや提示装置などを活用して資料などを効果的
に提示する。

Ｂ－２

知識の定着や技能の習熟をねらいとして，学習用ソフトウェアなどを活用して，繰り
返し学習する課題や児童生徒一人一人の理解・習熟の程度に応じた課題などに取り組
ませる。

Ｂ－３

グループで話し合って考えをまとめたり，協働してレポート・資料・作品などを制作
したりするなどの学習の際に，コンピュータやソフトウェアなどを効果的に活用させ
る。

Ｂ－４

Ｄ－１

Ｄ－４ 児童生徒がコンピュータやインターネットの便利さに気付き，学習に活用したり，そ
の仕組みを理解したりしようとする意欲が育まれるように指導する。

Ｄ－３
児童生徒が情報セキュリティの基本的な知識を身に付け，パスワードを適切に設定・
管理するなど，コンピュータやインターネットを安全に利用できるように指導する。

Ｄ－２ 児童生徒がインターネットなどを利用する際に，反社会的な行為や違法な行為，ネッ
ト犯罪などの危険を適切に回避したり，健康面に留意して適切に利用したりできるよ
うに指導する。

児童生徒が情報社会への参画にあたって自らの行動に責任を持ち，相手のことを考
え，自他の権利を尊重して，ルールやマナーを守って情報を集めたり発信したりでき
るように指導する。

教員のＩＣＴ活用指導力の状況

Ｂ　授業にＩＣＴを活用して指導する能力

Ｃ　児童生徒のＩＣＴ活用を指導する能力

Ｄ　情報活用の基盤となる知識や態度について指導する能力

Ａ　教材研究・指導の準備・評価・校務などにＩＣＴを活用する能力

　ＩＣＴ環境が整備されていることを前提として、以下のＡ－１からＤ－４の１６項目につい
て、右欄の４段階でチェックしてください。

児童生徒に互いの意見・考え方・作品などを共有させたり，比較検討させたりするた
めに，コンピュータや提示装置などを活用して児童生徒の意見などを効果的に提示す
る。

Ａ－１ 教育効果を上げるために，コンピュータやインターネットなどの利用場面を計画して
活用する。

児童生徒が互いの考えを交換し共有して話合いなどができるように，コンピュータや
ソフトウェアなどを活用することを指導する。

Ｃ－４

Ｃ－３ 児童生徒がワープロソフト・表計算ソフト・プレゼンテーションソフトなどを活用し
て，調べたことや自分の考えを整理したり，文章・表・グラフ・図などに分かりやす
くまとめたりすることができるように指導する。

児童生徒がコンピュータやインターネットなどを活用して，情報を収集したり，目的
に応じた情報や信頼できる情報を選択したりできるように指導する。

Ｃ－２

Ｃ－１



① セキュリティポリシーのクラウド活用への対応

・ セキュリティポリシーについては，クラウド活用も想定したものへの変更が必要となる

場合があります。市町村の情報セキュリティポリシーとの整合にも注意しながら，児童

生徒の学びのために弾力的な運用ができるよう，見直しが必要な場合は，見直しを

行ってください。

② 個人情報の管理

・ 個人情報の管理については，各自治体の個人情報保護条例等との関連も出てくるか

と思います。取扱いについて，保護者の事前に了解を得ることや，学校に配布された端

末の利用状況については，教職員等が定期的に利用履歴の確認をしたり，必要が生じ

た場合には，教育委員会関係者も利用履歴を確認できるようにしたりするなど，把握す

るための適切な措置を講じるようにしてください。

③ 保護者

・ 取組については，保護者・ＰＴＡや地域住民等にも周知し，児童生徒の適切な利活用

についての理解を求めることも大切です。

情報セキュリティポリシーについて共通理解しておきたいこと①

④ 県域教育用アカウントやパスワードの管理

・ ＧＩＧＡスクール構想は，クラウド活用を前提としているため，本県では公立学校向けに，

県域教育用ドメインを設定し，教職員用と児童生徒が小学校入学から高校卒業まで活

用できる児童生徒用の県域教育用アカウントとパスワードを整備しています。

・ アカウントやパスワードについては，適切な設定がされているかを定期的に児童生徒

に確認させたり，適切な管理について，児童生徒に指導したりするよう努めてください。

・ 県域教育用アカウントやパスワードの管理（年次更新等を含む）については，学校は所

管する市町村教育委員会と，市町村教育委員会は県教委や県総合教育センター情報

教育研修課と連携を図りながら行うようにしてください。

・ なお，県域教育用アカウントで使用可能な機能の初期設定等については，次のページ

のとおりです。運用時の参考としてください。

情報セキュリティポリシーについて共通理解しておきたいこと②



◎「県域教育用アカウント（@kago.ed.jp）」に係るアプリ等の運用についての確認事項

※ 「県域教育用アカウント」では，ＳＮＳの投稿等はできない。

⇒ 児童生徒用の「＿＿@kago.ed.jp」は，Google，Windowsともに，外部とのメールの送受信ができない設定に
なっていることから，ＳＮＳのアカウントを登録する際に配信される確認メールを受信できず，ＳＮＳのアカウン
トを作成することができない。

内   容 児童・生徒用 教員 

外部メールの送受信 Google，Microsoft 共に 送受信不可 送受信可能 

ルーム，チーム等の作成 

Google Classroom 
ルーム，クラス共に 

作成は不可・利用は可能 
ルーム，クラス共に作成可 

Microsoft Teams 
チーム，チャネル共に 

作成は不可・利用は可能 
チーム，チャネル共に作成可 

チャット機能の利用 
Google Chat 利用不可 利用可能 

Microsoft Teams 利用不可 利用可能 

オンライン会議 

開催 
Google Meet 開催不可・参加は可能 開催可能 

Microsoft Teams 開催不可・参加は可能 開催可能 

録画 
Google Meet 録画不可 録画可能 

Microsoft Teams 録画不可 録画可能 

ドライブ（クラウド）の 

外部との共有 

Google Drive 共有不可 共有可能 

Microsoft OneDrive 共有不可 共有可能 

 

情報セキュリティポリシーについて共通理解しておきたいこと③

➄ 外部専門家等との連携

端末やＯＳ，フィルタリング等の適切な設定により，児童生徒にとって安心・安全な端末

の利用環境を構築する際，ＩＣＴ支援員やＧＩＧＡスクールサポーター，端末やアプリの導

入業者等の外部専門家等との連携も重要です。

⑥ 使用状況や児童生徒の発達の段階を踏まえた対応

学校や授業での活用状況，発達の段階，児童生徒の状況を踏まえて，以下に示すよう

な工夫も必要と考えます。

ア 学校で配布した端末については，児童生徒が無断でアプリケーションをダウンロード

できないようにする。

イ 学習に関係のない不適切なサイトにアクセスできないようにする。

ウ チャット機能（アプリに付属した，チャットに類似する機能も含む）などについて，例え

ば，児童生徒だけではチャットルームを作ることができないようにしたり，教職員等が

内容を確認できるようにしたりする。 等

情報セキュリティポリシーについて共通理解しておきたいこと④



令和５年７月４日  

 

各市町村教育委員会教育長 殿 

 

鹿児島県教育庁義務教育課長  

兼学校教育ＩＣＴ推進監  

 

 

「初等中等教育段階における生成ＡＩの利用に関する暫定的なガイドライン」の作 

成について（依頼） 

 

 

 日頃から本県の「教育の情報化」に向けた取組について，御理解・御協力をいただき感謝申

し上げます。 

 このことについて，別添写しのとおり文部科学省初等中等教育局長から通知がありました。 

 ついては，貴管下の学校及び教職員に対して，周知をお願いします。 

 特に，学校における長期休業中の課題等への対応は急務であると考えますが，本ガイドライ

ンにおいても一概に使用を禁じていないものの、不適切な使用が行われることが絶対にないよ

う，本ガイドラインで示された留意事項（別紙「長期休業中の課題等について（文章作成に関

わるもの）」）や利用規約の遵守について，教職員だけでなく，児童生徒，保護者等にも確実に

周知していただきますようお願いいたします。 

児童生徒の情報活用能力の視点から，生成ＡＩの仕組みの理解や生成ＡＩを学びに活かす力

等の育成は重要であるため，県教委としては，本ガイドラインを踏まえ，学習活動や校務等，

学校における生成ＡＩの適切な利用や情報モラルの指導の在り方等について，今後，有識者等

による協議を行い，本県における学校教育の情報化の推進に関する施策を示した「未来を創る

鹿児島『教育の情報化』推進プラン」（令和５年３月公表）に盛り込んでいくこととしています。 

貴管下の学校及び教職員におかれては，引き続き児童生徒の情報活用能力の育成に向け，本

県の推進プランと本ガイドラインも踏まえながら，「教育の情報化」の推進を図っていただきま

すようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【連絡先】 

高校教育課学校教育ＩＣＴ推進班 中村 

電 話：０９９－２８６－５５８８ 

ＦＡＸ：０９９－２８６－５６７８ 

E-mail：kyou-ict@pref.kagoshima.lg.jp 

mailto:kyou-ict@pref.kagoshima.lg.jp

